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一
月
講
演
要
旨 

『
出
雲
風
土
記
』
と
「
古
韓
尺
」 

新 

井 
 

宏 
 

 
 
 
 
 
 

一
、
ま
え
お
き 

昨
年
は
、
和
銅
六
年(

七
一
三)

の
元
明
天
皇
の
詔

に
よ
り
、『
風
土
記
』
が
各
国
司
か
ら
奏
上
さ
れ
て
か

ら
丁
度
千
三
百
年
に
あ
た
り
、
そ
の
上
、
高
円
宮
家

の
次
女
典
子
さ
ま
と
出
雲
大
社
権
宮
司
の
千
家
国
麿

さ
ん
の
結
婚
式
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
何
か
と
『
出
雲

風
土
記
』
が
話
題
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
関

係
で
、
筆
者
も
、
計
量
史
の
面
か
ら
『
出
雲
風
土
記
』

に
つ
い
て
講
演
す
る
機
会
が
何
回
か
有
っ
た
。 

我
が
史
遊
会
で
も
、
一
昨
年
来
、
村
上
邦
治
さ
ん

が
「
出
雲
大
社
再
考
」
を
五
回
に
わ
た
っ
て
『
計
量

史
通
信
』
に
載
せ
て
い
る
し
、
昨
年
の
年
末
に
は
、

諸
橋
奏
さ
ん
が
「
古
代
日
本
海
沿
岸
の
神
々
と
国
宝

『
海
部
氏
系
図
』」
に
つ
い
て
講
演
し
、
出
雲
の
神
々

に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。 

 
 

 

例 

会 

の 

お 

知 

ら 

せ 

 

◎ 

二
月
例
会 

 
 

日 

時 

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日(

水) 

 
 
 

午
後
六
時
十
分
～
八
時 

 
 

会 

場 

千
代
田
区
立
日
比
谷
図
書
文
化
館 

四
階
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム 

 
 
 

講 

演 

漆
原 

直
子 

氏 

 
 

テ
ー
マ 

薬
物
の
歴
史
と
今
日
的
問
題 

三
月
号
自
由
執
筆 

村
上
邦
治
、
漆
原
直
子
、 

諸
橋
奏
の
諸
氏 

締
切
二
月
末 

◎ 

三
月
例
会 

 
 

日 

時 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日(

水) 

 
 
 

午
後
六
時
十
分
～
八
時 

 
 

会 

場 

千
代
田
区
立
日
比
谷
図
書
文
化
館 

四
階
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム 

 
 
 

講 

演 

太
田 

精
一 

氏 

 
 

テ
ー
マ 

未
定 

四
月
号
自
由
執
筆 

平
山
善
之
、
小
田
紘
一
郎
、 

隆
恵
の
諸
氏 

締
切
三
月
末 

 

No.236 号 

平成 26 年 

11 月 10 日 

No.239 号 

平成 27 年 

2 月 10 日 

事
務
局
便
り 

去
る
一
月
二
十
八
日
の
例
会
に
先
立
っ
て
今
年

度
の
総
会
が
開
催
さ
れ
、 

一 

昨
年
度
の
決
算
報
告
と
今
年
度
の
予
算
案
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

二 

幹
事
の
人
事
案
が
付
議
さ
れ
、
今
年
度
の
幹
事

が
下
記
通
り
選
任
さ
れ
ま
し
た
。 

 

総
括
幹
事 

隆 

恵
、
会
計
幹
事 

漆
原
直
子
、

監
査 

村
上
邦
治 

 
 
 
 

以
上 
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た
ま
た
ま
、
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
柴
田
弘
武

さ
ん
の
講
演
が
ご
都
合
で
延
期
に
な
り
、
私
の
順
番

が
繰
り
上
が
っ
た
。
考
え
て
見
れ
ば
、
史
遊
会
で
は
、

私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
計
量
史
」
の
こ
と
に

つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
話
し
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
辺

で
「
出
雲
風
土
記
と
古
韓
尺
」
の
こ
と
を
紹
介
す
る

の
も
、
よ
い
機
会
な
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 二
、
謎
に
充
ち
た
出
雲
風
土
記 

各
国
の
国
司
が
勘
造
し
た
風
土
記
の
な
か
で
完
本

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
『
出
雲
風
土
記
』
の
み
で

あ
る
。『
播
磨
風
土
記
』
、『
肥
前
風
土
記
』
、『
常
陸
風

土
記
』
、
『
豊
後
風
土
記
』
が
欠
損
し
て
残
る
が
、
他

に
は
、
逸
文
だ
け
し
か
残
ら
な
い
風
土
記
が
十
九
国

あ
る
。 

し
か
し
完
本
の
『
出
雲
風
土
記
』
に
は
、
奇
妙
な

こ
と
が
た
く
さ
ん
有
る
。 

多
く
の
風
土
記
が
詔
勅
か
ら
数
年
以
内
に
奏
上
さ

れ
て
い
る
中
で
、『
出
雲
風
土
記
』
だ
け
が
二
十
年
も

遅
れ
て
、
天
平
五
年
（
七
三
三
年
）
に
勘
造
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
記
述
方
法
が
、
他
の
風

土
記
と
大
き
く
異
な
り
、
冒
頭
か
ら
「
東
西
一
百
卅

七
里
一
十
九
歩
，
南
北
一
百
八
十
二
里
一
百
九
十
二

歩
」
と
あ
る
よ
う
に
，
国
庁
、
郡
家
、
郷
、
神
社
、

寺
院
、
烽(

敵
襲
急
報
用)

、
戍(

兵
営)

、
山
、
川
、
池

な
ど
の
所
在
地
が
、
三
百
カ
所
以
上
に
わ
た
り
、
異

様
に
詳
し
い
里
程
で
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
記
述
を

忠
実
に
た
ど
る
と
、
現
在
の
島
根
県
地
図
上
に
再
現

で
き
る
ほ
ど
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
軍
事
機
密
書
」
の

よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古

事
記
』
で
は
、
出
雲
国
が
、
古
代
日
本
の
「
中
心
的
」

な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
肝
心
の
『
出
雲
風
土

記
』
で
は
「
所
造
天
下
大
神
」
で
さ
え
、「
出
雲
一
国
」

を
支
配
す
る
神
に
過
ぎ
な
い
。 

文
体
を
見
て
も
、
地
名
の
由
来
や
説
話
伝
説
な
ど

は
、
七
一
二
年
完
成
の
『
古
事
記
』
の
よ
う
な
和
風

変
体
漢
文
、
里
程
や
烽
・
戍
、
山
・
川
の
記
事
以
降

は
、
七
二
〇
年
完
成
の
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
漢

文
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
は
七

五
一
年
、『
万
葉
集
』
は
七
五
九
年
以
降
の
完
成
で
あ

る
。 そ

の
た
め
、『
出
雲
風
土
記
』
は
、
そ
の
成
立
過
程

を
巡
っ
て
、「
古
風
土
記
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
か
、
詔
勅
に
よ
る
原
初
的
な
古
事
記
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
等
々
、
偽
撰
説
、
再
撰
説
、
増
補
説
な

ど
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、「
風
土
記
研
究
会
」
と
い

う
専
門
学
会
も
あ
り
な
が
ら
、
新
た
な
資
料
の
限
界

も
あ
り
大
き
な
進
展
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
、『
計
量
史
』
と
い
う
面
か
ら
光
を
当
て
る
と
、
ま

だ
ま
だ
面
白
い
成
果
が
生
ま
れ
る
。 

ま
た
、
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
出
雲
国
は
「
神

話
の
国
」
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
「
考
古
学
の
国
」

で
あ
る
。
一
九
八
一
年
以
降
、
荒
神
谷
遺
跡
か
ら
銅

剣
三
五
八
本
や
銅
鐸
六
個
と
銅
矛
十
六
本
が
、
一
九

九
六
年
に
は
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
も
銅
鐸
三
十
九
個

が
発
見
さ
れ
、
神
原
神
社
古
墳
か
ら
は
、
邪
馬
台
国

の
卑
弥
呼
が
魏
に
遣
使
し
た
景
初
三
年
の
銘
を
持
つ

三
角
縁
神
獣
鏡
も
出
て
い
る
。
考
古
学
的
に
も
極
め

て
重
要
な
地
域
に
な
っ
た
。 

ま
た
弥
生
時
代
を
代
表
す
る
巨
大
な
妻
木
晩
田
遺

跡
も
発
掘
さ
れ
続
け
て
い
る
。
出
雲
の
位
置
づ
け
次

第
で
邪
馬
台
国
論
争
へ
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す

状
況
で
あ
る
。 

今
回
の
紹
介
は
、
神
話
の
世
界
か
ら
考
古
学
の
世

界
に
、「
古
韓
尺
」
と
い
う
実
証
史
料
を
も
っ
て
橋
渡

し
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 三
、
里
程
の
表
示
に
現
れ
た
古
韓
尺 

『
出
雲
風
土
記
』
が
編
纂
さ
れ
た
七
三
三
年
は
，

尺
度
の
歴
史
で
言
え
ば
、
七
〇
一
年
に
大
宝
律
令
に

よ
っ
て
、
唐
大
尺
が
公
式
尺
と
し
て
制
定
さ
れ
、「
天

平
尺
」
と
し
て
定
着
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
唐
大
尺

の
導
入
は
，
六
五
〇
年
頃
の
前
期
難
波
宮
の
造
営
に

始
ま
る
が
、
天
平
期
に
は
、
お
お
よ
そ
二
九
・
八
セ

ン
チ
程
度
の
実
長
で
あ
っ
た
。 

さ
て
，
唐
大
尺
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
約
半
世
紀

と
い
う
も
の
は
，
大
化
改
新
を
経
て
，
浄
御
原
令
，

大
宝
令
と
国
家
制
度
の
整
備
が
進
み
，
土
地
制
度
が



史遊会通信 No.239(3)                                                                            

激
変
し
た
時
期
に
当
た
る
が
，
慶
雲
三
年(

七
〇
六)

と
和
銅
六
年(

七
一
三)

の
格
を
経
て
，
天
平
期
に
は

こ
れ
ら
の
混
乱
も
収
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
長
さ
の
表

示
と
し
て
は
，
天
平
尺
の
六
尺
を
一
歩
，
そ
の
三
〇

〇
歩
を
一
里
と
し
，
面
積
の
単
位
と
し
て
は
，
方
六

〇
歩
す
な
わ
ち
三
六
〇
〇
歩
を
一
町
と
す
る
制
度
が

定
着
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
，『
出
雲
風
土
記
』
が

こ
の
天
平
尺
系
の
単
位
で
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
疑
問
が
な
い
。 

し
か
も
『
出
雲
風
土
記
』
は
，
構
成
も
内
容
も
他

の
風
土
記
の
逸
文
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
て
、
他

の
風
土
記
で
は
、
里
程
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
い

か
、
あ
る
い
は
触
れ
て
い
て
も
、
一
里
な
い
し
二
里

と
か
、
十
里
、
二
十
里
、
五
十
里
の
概
数
単
位
の
表

示
で
あ
り
、『
出
雲
風
土
記
』
の
よ
う
に
全
編
に
わ
た

っ
て
，
郡
家
と
郷
，
あ
る
い
は
神
社
・
寺
院
，
烽(

急

報)

・
戍(

兵
営)

、
そ
れ
か
ら
山
・
河
・
湖
・
嶋
な
ど

の
相
互
の
方
位
や
距
離
を
詳
し
く
記
載
し
て
い
る
例

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。 

そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
里
程
は
，
一
里
以
上
の
も
の

で
約
三
〇
〇
件
、
二
里
を
越
え
る
も
の
に
限
定
し
て

も
二
六
五
件
も
あ
る
。
そ
の
記
載
精
度
は
，
里
単
位

の
も
の(

三
十
九
％)

か
ら
，
百
歩
単
位
と
六
十
歩
す

な
わ
ち
町
単
位
の
も
の(

二
十
二
％)

，
十
歩
単
位
の

も
の(

二
十
二
％)

、
更
に
は
一
歩
の
単
位
の
も
の(

十

八
％)

ま
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。 

と
に
か
く
、
異
様
に
詳
し
い
距
離
の
表
記
が
出
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。 

① 

出
雲
郡
記)

西
門
江 

周
三
里
一
五
八
歩(

一
〇
五
八
歩) 

② 
(

出
雲
郡
記)

通
意
宇
郡
堺
佐
雑
村 

一
三
里 

六
四
歩(

三
九
九
四
歩) 

③ 

神
門
郡
記)

神
門
水
海
、 

周
三
五
里 

七
四
歩(

一
〇
五
七
歩) 

④ 

意
宇
郡
記)

野
城
駅
、 

郡
家
正
東
二
〇
里 

八
〇
歩(

六
〇
八
〇
歩) 

当
時
の
里
は
お
お
よ
そ
五
百
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

だ
か
ら
意
宇
郡
家
か
ら
佐
雑
村
ま
で
七
キ
ロ
ほ
ど
あ

る
中
で
、
な
ぜ
六
四
歩
と
一
歩
単
位
ま
で
精
密
に
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
第
一
佐
雑
村
の
中
心

な
ど
ど
う
や
っ
て
決
め
た
の
か
。 

現
代
人
も
知
っ
て
い
る
。
新
聞
な
ど
に
一
五
一
五

平
方
メ
ー
ト
ル
な
ど
と
あ
っ
て
も
、
実
は
約
五
〇
〇

坪
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
尺
貫
法
か
ら
メ
ー
ト
ル
法
へ

換
算
し
た
結
果
だ
と
。 

風
土
記
勘
造
の
詔
勅
の
で
た
の
は
、
大
宝
律
令
に

よ
っ
て
、「
唐
尺
」
が
公
定
尺
と
な
っ
て
か
ら
約
十
年

で
あ
る
。
各
地
に
は
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た

旧
尺
度
系
が
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

そ
の
推
定
が
正
し
い
な
ら
、
前
出
例
の
四
つ
の
歩

数
に
簡
単
な
整
数
比
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

う
考
え
て
、
中
学
生
レ
ベ
ル
の
計
算
を
行
っ
て
み
る

と
、
旧
里
な
ら
四
里
、
十
五
里
、
四
十
里
、
二
十
三

里
で
あ
つ
た
こ
と
は
容
易
に
見
い
だ
せ
る
。 

こ
の
よ
う
な
整
数
比
関
係
を
完
全
に
満
た
す
例
を

拾
っ
て
、
別
表
に
纏
め
て
お
く
。
そ
の
結
果
、
旧
尺

系
は
天
平
尺
の
〇
・
八
八
一
倍
の
長
さ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
筆
者
が
永
年
提
唱
し
て
き
た
「
古
韓
尺
」

の
長
さ
に
一
致
し
て
い
る
。
出
雲
国
で
も
「
古
韓
尺
」

が
使
用
さ
れ
て
い
た
。 

 四
、
意
宇
郡
宍
道
郷
の
三
石
の
尺
度 

『
出
雲
風
土
記
』
の
意
宇
郡
宍
道
郷
の
項
に
次
の

記
事
が
あ
る
。 

宍
道
郷 

郡
家
正
西
卅
七
里 

所
造
天
下
大
神
命
之
追
給 

猪
像 

南
山
有
二 

一 

長
二
丈
七
尺 

高
一
丈 

周
五
丈
七
尺 

一 

長
二
丈
五
尺 

高
八
尺 

周
四
丈
一
尺 

追
猪
犬
像 

 
 
 

 

長
一
丈 

 
 
 

高
四
尺 

周
一
丈
九
尺 

其
形
為
石 

無
異
猪
犬 

至
今
猶
有 

故
云
宍
道 

こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
猪
像
石(

Ａ
と
Ｂ)

と
追
猪
犬

像
石
に
つ
い
て
は
、
既
に
服
部
亘
氏
が
石
ノ
宮
神
社

に
あ
る
仮
称
ア
石
、
イ
石
、
ウ
石
、
エ
石
な
ど
の
大

石
を
精
密
に
計
測
し
て
、
そ
の
形
状
と
寸
法
か
ら
次

の
よ
う
に
比
定
し
て
い
る
。 

 

猪
像
石
Ａ 

石
ノ
宮
神
社 

ア
石

 

猪
像
石
Ｂ 

石
ノ
宮
神
社 

イ
石

 

追
猪
犬
像
石 

 

石
ノ
宮
神
社 

エ
石 
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そ
う
で
あ
れ
ば
、『
出
雲
風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
た

尺
度
は
古
韓
尺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
服
部
氏
の
測
定
資
料
を
借
用
し
て
、『
出
雲
風
土

記
』
記
載
の
九
件
の
尺
数
と
実
測
値
の
対
応
関
係
を

整
理
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

風
土
記 

 

実
測
値 

 
 

尺
長 

猪
像
石
Ａ 

周 

五
七
尺 

 

一
五
一
五
㌢ 

二
六
・
六
㌢ 

 
 
 
 

 

高 

一
〇
尺 

 
 

二
六
七
㌢ 

二
六
・
七
㌢ 

 

 
 
 
 

 

長 
 

二
七
尺 

 
七
一
五
㌢ 

二
六
・
五
㌢ 

猪
像
石
Ｂ 

周 
 

五
一
尺 

一
三
六
七
㌢ 

二
六
・
八
㌢ 

 
 

 
 

 
 

高 
 

 

八
尺 

 

二
一
三
㌢ 
二
六
・
六
㌢ 

 
 
 
 

 

長 
 

二
五
尺 

 

六
七
五
㌢ 

二
七
・
〇
㌢ 

犬
像
石 

 

周 
 

一
九
尺 

 

五
〇
九
㌢ 

二
六
・
八
㌢ 

高 
 

 

四
尺 

 

一
〇
六
㌢ 

二
六
・
五
㌢ 
 
 
 

 

長 
 

一
〇
尺 

 

二
五
〇
㌢ 

二
五
・
〇
㌢ 

ほ
と
ん
ど
全
て
で
古
韓
尺
の
二
六
・
七
㌢
前
後
を

示
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
測
定
デ
ー
タ
と
し
て
は

一
致
し
過
ぎ
て
い
る
観
が
あ
る
。 

そ
れ
と
共
に
、
こ
の
測
定
が
何
時
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
に
強
い
関
心
が
生
れ
る
。
も
し
、『
出
雲
風

土
記
』
勘
造
の
頃
に
測
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

頃
、
実
質
的
に
は
天
平
尺
は
、
ま
だ
あ
ま
り
普
及
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
過

去
に
遡
っ
た
あ
る
時
期
に
測
定
さ
れ
た
資
料
を
利
用

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
猪
像
石
や
追
猪

犬
像
石
な
ど
の
測
定
を
行
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。

や
は
り
、
風
土
記
の
勘
造
の
関
連
で
測
定
さ
れ
た
と

す
る
の
が
最
も
理
解
し
や
す
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

『
出
雲
風
土
記
』
に
は
「
古
風
土
記
」
が
あ
っ
た
と

の
説
が
あ
る
の
で
、
そ
の
際
に
測
定
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 五
、
ま
と
め 

本
稿
の
結
論
は
次
の
二
点
で
あ
る
。 

ま
ず
第
一
点
は
、『
出
雲
風
土
記
』
に
示
さ
れ
た
里

程
の
中
に
、
歩
や
十
歩
単
位
ま
で
異
常
に
詳
し
く
示

さ
れ
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
古
韓
尺
の
里
単
位
か
ら
換
算
比
率
〇
・
八
八
一

に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
誤
差
な
く
計
算
復
元
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
〇
・
八
八
一
の
換
算
比
率
に

よ
っ
て
復
元
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

中
に
は
天
平
尺
と
の
混
用
に
よ
る
合
計
と
思
わ
れ
る

も
の
が
多
く
あ
る
。 

第
二
点
は
、『
出
雲
風
土
記
』
の
意
宇
郡
宍
道
郷
の

項
に
記
さ
れ
て
い
る
三
石
（
猪
像
石
Ａ
、
猪
像
石
Ｂ
、

追
猪
犬
像
石
）
を
石
ノ
宮
神
社
の
ア
石
、
イ
石
、
エ

石
に
比
定
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
尺
数
を
現
在
の
長

さ
と
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
項
目
で
尺
長

は
二
六
・
七
㌢
と
な
り
、
古
韓
尺
と
完
全
に
一
致
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

以
上
の
結
果
は
、
出
雲
国
に
お
い
て
、
あ
る
時
点

ま
で
古
韓
尺
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。
も
と
も
と
出
雲
国
は
新
羅
と
の
関
連
が
強
い

地
域
と
さ
れ
て
い
る
が
、
尺
度
問
題
か
ら
見
て
も
、

共
通
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た

と
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
計
量
史
の
研
究
に
資
す
る

ば
か
り
で
な
く
、『
出
雲
風
土
記
』
の
研
究
、
強
い
て

は
古
代
出
雲
地
域
の
理
解
に
対
し
て
も
貢
献
し
得
る

と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、『
出
雲
風
土
記
』
の
再
撰
説
等
と
の
関
係
で

言
え
ば
、
風
土
記
の
詔
勅
の
前
か
ら
、
出
雲
国
に
は

「
古
風
土
記
」
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
編

集
し
て
提
出
し
よ
う
と
し
た
が
、「
古
韓
尺
」
を
使
用

し
た
内
容
で
あ
っ
た
の
で
、
出
雲
国
の
国
司
の
忌
部

子
人
に
よ
っ
て
、
差
し
戻
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。 

忌
部
子
人
は
、
壬
申
の
乱
の
と
き
、
倭
京
を
守
り

功
あ
り
、
六
八
二
年
か
ら
帝
紀
な
ど
の
編
纂
の
一
員

と
な
り
、『
日
本
書
紀
』
の
初
期
の
執
筆
に
関
係
し
て

い
た
が
、
七
一
〇
年
に
出
雲
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
こ
に
は
、『
日
本
書
紀
』
の
思
想
と
「
古
風
土
記
」

の
思
想
に
差
違
が
あ
っ
た
の
も
原
因
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 
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ド
ラ
ッ
グ(

薬
物)

の
歴
史
と 

今
日
的
問
題 

漆 

原 

直 

子 

 

前
回
は
、
お
酒
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
テ
ー
マ
に

し
た
お
話
を
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
薬
物
、
ド

ラ
ッ
グ
を
テ
ー
マ
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
い
う

「
ド
ラ
ッ
グ
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
医
師
か
ら
日

常
的
に
処
方
さ
れ
る
「
お
く
す
り
」
の
こ
と
で

は
な
く
、
依
存
性
を
も
ち
法
律
で
規
制
さ
れ
て

い
る
薬
物
の
こ
と
で
す
。
最
近
で
は
、
脱
法
ハ

ー
ブ
が
社
会
問
題
化
し
て
、「
危
険
ド
ラ
ッ
グ
」

と
い
う
名
称
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、
法
律
で
規

制
さ
れ
て
い
て
も
法
の
網
の
目
を
く
ぐ
っ
て
、

「
ド
ラ
ッ
グ
」
は
社
会
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
は
、
ド
ラ
ッ
グ
使
用
の
歴
史
、
特
に
そ

れ
ぞ
れ
人
間
が
使
用
し
た
薬
物
と
し
て
古
い

歴
史
と
文
化
を
持
つ
大
麻
と
コ
カ
に
つ
い
て

触
れ
、
今
日
あ
る
依
存
性
薬
物
の
種
類
、
薬
物

依
存
症
の
症
状
や
治
療
法
等
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。 

 

 古韓尺の里程から換算表記された事例

差

里 歩 総歩数 里 歩 総歩数 里 歩 総歩数 歩 率 判定

 国庁(黒田駅)から千酌駅* 34 110 10,310 39 11,700 34 109 10,309 1 0.881 ○

 国庁(黒田駅)から野城駅 20 080 6,080 23 6,900 20 080 6,080 0 0.881 ○

 宍道駅から佐雑村 4 034 1,234 4 200 1,400 4 034 1,234 0 0.881 ○

 嶋根郡家から千酌駅 17 180 5,280 20 6,000 17 187 5,287 -7 0.880 ?

 嶋根郡家から佐太橋 15 080 4,580 17 100 5,200 15 082 4,582 -2 0.881 ○

 出雲郡家から佐雑村 13 064 3,964 15 4,500 13 065 3,965 -1 0.881 ○

 神門郡家から與曾紀村 25 174 7,674 29 8,700 25 166 7,666 8 0.882 ?

 飯石郡家から與曾紀村 28 060 8,460 32 9,600 28 059 8,459 1 0.881 ○

 飯石郡家から備後国堺 39 200 11,900 45 13,500 39 195 11,895 5 0.881 ○

 仁多郡家から備後国堺 37 000 11,100 42 12,600 37 002 11,102 -2 0.881 ○

 意宇郡家から東北楯縫郷 32 180 9,780 37 11,100 32 180 9,780 0 0.881 ○

 意宇郡家から東南母理郷 39 190 11,890 45 13,500 39 195 11,895 -5 0.881 ○

 意宇郡家から東北安来郷 27 180 8,280 31 100 9,400 27 182 8,282 -2 0.881 ○

 意宇郡家から正西完道郷 37 000 11,100 42 12,600 37 002 11,102 -2 0.881 ○

 秋鹿郡家から東北惠曇郷 9 030 2,730 10 100 3,100 9 031 2,731 -1 0.881 ○

 秋鹿郡家から正西伊農郷 14 200 4,400 16 200 5,000 14 206 4,406 -6 0.880 ?

 嶋根郡家から正東方結郷 20 080 6,080 23 6,900 20 080 6,080 0 0.881 ○

 嶋根郡家から正南朝酌郷 10 084 3,084 11 200 3,500 10 084 3,084 0 0.881 ○

 嶋根郡家から正南山口郷 4 298 1,498 5 200 1,700 4 298 1,498 0 0.881 ○

 出雲郡家から西北杵築郷 28 060 8,460 32 9,600 28 059 8,459 1 0.881 ○

 出雲郡家から正北伊努郷 8 072 2,472 9 100 2,800 8 067 2,467 5 0.883 ?

 出雲郡家から正南河内郷 1 097 397 2 150 450 1 096 396 1 0.882 ○

 神門郡神門水海の周 35 074 10,574 40 12,000 35 073 10,573 1 0.881 ○

 神門郡水海在山の周 12 234 3,834 15 150 4,350 12 233 3,833 1 0.881 ○

 神門郡来食池の周 1 140 440 1 200 500 1 140 440 0 0.880 ○

 嶋根郡附島の周 2 018 618 2 100 700 2 017 617 1 0.883 ○

 嶋根郡加賀神埼の周 1 202 502 1 270 570 1 202 502 0 0.881 ○

 出雲郡西門江の周 3 158 1,058 4 1,200 3 157 1,057 1 0.882 ○

 出雲郡家から正北出雲御埼山 28 060 8,460 32 9,600 28 059 8,459 1 0.881 ○

 意宇郡家から正南暑垣山 20 080 6,080 23 6,900 20 080 6,080 0 0.881 ○

 神門郡家から東南蔭山 5 086 1,586 6 1,800 5 086 1,586 0 0.881 ○

 仁多郡家から正南阿伊川源出 37 000 11,100 42 12,600 37 002 11,102 -2 0.881 ○

* 出雲風土記鈔本の巻末駅程記事による。

  出雲風土記記載内容
復元評価天平尺里程  復元古韓尺里程 計算天平尺里程

二  

月 

講 

演 

予 

告 
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自
由
執
筆 梟

首
・
獄
門
考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
下 

征
二 

 

中
国
で
は
古
来
、
梟
（
フ
ク
ロ
ウ
）
は
極
悪
な
鳥
だ

と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
余
り
気
持
ち
の
良
い
鳥
で

は
な
い
が
、
一
体
何
故
、
そ
こ
ま
で
貶
め
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
？ 

古
書
は
そ
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に

示
す
。 

梟
は
炎
州
で
生
ま
れ
る
が
、
子
が
母
に
慈
し
み
育

て
ら
れ
る
こ
と
百
日
、
羽
翼
が
十
分
伸
び
る
ま
で
、

母
か
ら
食
を
与
え
て
貰
う
。
し
か
し
、
愈
々
巣
立
ち

を
迎
え
る
と
、
梟
の
子
は
、
老
い
衰
え
た
母
を
食
い

殺
し
て
飛
び
立
つ
と
言
う
の
だ
。
と
ん
で
も
な
い
不

孝
な
鳥
で
は
な
い
か
。 

「
孝
」
は
道
徳
の
基
本
で
あ
る
。
不
孝
者
は
何
を

置
い
て
も
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

だ
ろ
う
か
？ 

梟
と
言
う
字
（
「
鳥
」
＋
「
木
」）
は
、

鳥
を
木
に
突
き
刺
し
た
様
を
示
し
て
い
る
。
極
悪
な

不
孝
者
と
し
て
磔
に
さ
れ
、
曝
し
も
の
に
な
っ
て
い

る
姿
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
。「
梟
」
と
言
う
文
字
が
、

「
曝
す
」
と
か
、「
曝
し
首
に
す
る
」
と
言
う
意
味
を

含
む
所
以
で
あ
る
。 

一
方
、
こ
ん
な
話
も
あ
っ
た
。「
漢
儀
」
と
言
う
書

物
に
は
、
中
国
の
古
代
で
は
五
月
五
日
に
な
る
と
、

切
断
し
た
梟
の
首
を
煮
て
羹
（
ス
ー
プ
）
を
作
り
、
百

官
に
飲
ま
せ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
民
の
模
範
と

な
る
べ
き
役
人
が
、
不
孝
の
罪
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
戒

め
た
の
だ
と
言
う
。
不
孝
者
の
梟
は
、
磔
に
さ
れ
て

死
体
を
曝
す
だ
け
で
な
く
、
首
を
食
わ
れ
て
し
ま
う

の
だ
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
梟
」
と
「
曝
し
首
」
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
。
罪
人
の
首
を
斬
っ

て
人
目
に
曝
す
刑
罰
の
名
称
を
、「
梟
首
（
き
ょ
う
し

ゅ
）
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
た
め
だ
。
記
録
に
よ
れ
ば
、

斬
ら
れ
た
首
は
さ
か
さ
ま
に
さ
れ
、
縣
の
庁
舎
の
前

で
吊
る
さ
れ
た
と
言
う
。
そ
う
言
え
ば
、「
縣
」
と
言

う
文
字
の
偏
の
「
県
」
が
、
逆
さ
ま
に
な
っ
た
首
を

表
わ
す
の
に
対
し
、
旁
の
「
系
」
は
、
そ
れ
を
吊
る

し
た
糸
を
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。 

こ
の
よ
う
に
、
見
せ
し
め
と
し
て
罪
人
の
首
を
曝

す
こ
と
は
、
犯
罪
予
防
の
面
で
著
し
い
効
果
を
上
げ

た
。
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
、
何
れ
の
王
朝
に
お
い

て
も
、
梟
首
が
広
く
実
施
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
た
め

だ
と
思
わ
れ
る
。 

た
だ
、
隋
・
唐
の
時
代
に
入
る
と
、
死
刑
の
方
法

が
相
当
異
な
っ
て
く
る
。
前
代
ま
で
の
、
腰
斬
・
車

裂
・
斬
首
・
梟
首
・
磔
等
の
様
々
な
方
法
か
ら
、
シ

ン
プ
ル
に
「
斬
」
と
「
絞
」
の
二
種
類
に
限
ら
れ
た

の
だ
。
因
み
に
絞
は
軽
く
、
斬
は
重
し
…
と
さ
れ
た
。

中
国
で
は
近
代
ま
で
、
首
が
胴
か
ら
斬
り
離
さ
れ
る

と
、
再
び
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
自

分
の
身
体
は
祖
先
の
遺
体
な
の
だ
。
何
よ
り
も
身
体

を
傷
つ
け
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
「
孝
」
の
始
め
で
あ

っ
た
。 

次
に
、「
斬
」
は
人
が
沢
山
集
ま
る
「
市
（
い
ち
）
」

で
、
公
開
さ
れ
て
行
わ
れ
た
。
斬
首
を
棄
市
（
き
し
）

と
呼
ぶ
理
由
で
あ
る
。
従
っ
て
「
斬
」
の
中
に
は
、

既
に
見
せ
し
め
効
果
が
含
ま
れ
て
い
た
。
特
定
の
場

合
を
除
き
、
死
体
を
曝
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
だ
。

こ
こ
に
、
梟
首
は
正
刑
か
ら
外
さ
れ
、
一
種
の
付
加

刑
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
隋
・
唐
の
時
代
の
律
令
制
度
を

そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
の
が
、
古
代
の
我
が
国
で
あ

っ
た
。
奈
良
・
平
安
の
両
朝
に
お
い
て
、
死
罪
は
絞
・

斬
の
二
種
に
限
ら
れ
た
上
、
梟
首
も
ま
た
正
刑
か
ら

省
か
れ
、
付
加
刑
と
な
る
。 

し
か
し
、
平
安
時
代
の
中
期
に
入
り
、
武
士
階
級

が
次
第
に
台
頭
す
る
と
、
中
国
の
や
り
方
を
墨
守
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
武
士
の
論
理
が
罷

り
通
り
、
公
戦
や
内
乱
を
通
じ
て
、
梟
首
が
大
っ
ぴ

ら
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
延
暦
十
三
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年
（
七
九
四
年
）、
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
は
蝦
夷

を
征
伐
し
、
四
五
七
人
を
梟
首
し
た
。
更
に
下
っ
て
、

源
頼
義
・
義
家
に
よ
る
安
倍
・
清
原
両
氏
と
の
戦
闘

で
は
、
多
数
の
敵
兵
を
梟
首
し
た
事
実
が
、
絵
物
語

に
記
さ
れ
て
い
る
。 

時
代
が
下
っ
て
平
安
末
期
に
な
る
と
、
都
の
中
で

も
、
朝
廷
自
ら
が
梟
首
の
執
行
に
手
を
染
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
即
ち
、
朝
敵
を
平
ら
げ
た
武
士
が
敵
将

の
首
を
持
っ
て
凱
旋
す
る
と
、
そ
れ
を
中
央
政
府
の

役
人
（
検
非
違
使
）
が
受
け
取
り
、
鉾
の
先
端
に
突

き
刺
し
た
上
、
都
大
路
を
パ
レ
ー
ド
し
た
。
そ
れ
を

上
皇
を
始
め
貴
顕
の
人
々
が
、
群
れ
を
成
し
て
見
物

し
た
と
言
う
。
そ
し
て
パ
レ
ー
ド
が
終
わ
る
と
、
首

は
獄
舎
の
前
の
樗
（
お
う
ち
）
の
木
に
懸
け
ら
れ
、
公

衆
の
目
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
我
が
国
で
梟

首
を
、
獄
門
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
た

め
だ
。 

や
が
て
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
、
死

刑
は
武
家
の
政
権
ら
し
く
、「
絞
」
が
省
か
れ
て
「
斬
」

だ
け
と
な
っ
た
。
斬
っ
た
首
を
曝
す
梟
首
が
、
頻
繁

に
行
わ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
獄
門
と
言
う

名
が
定
着
す
る
の
も
、
こ
の
鎌
倉
か
ら
室
町
に
か
け

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、

そ
れ
と
共
に
獄
門
の
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
斬

ら
れ
た
首
は
、
刑
場
の
台
の
上
で
曝
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
行
く
。 

そ
し
て
、
武
家
政
権
が
完
成
す
る
江
戸
時
代
に
な

る
と
、
獄
門
は
「
公
事
方
御
定
書
」
で
規
定
さ
れ
、

益
々
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
滝
川

政
次
郎
氏
の
「
日
本
行
刑
史
」
に
よ
る
と
、
獄
門
の

次
第
は
次
の
通
り
。 

先
ず
、
囚
人
を
獄
内
に
お
い
て
斬
首
す
る
。
公
開

処
刑
で
な
か
っ
た
こ
と
を
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
処
刑
が
終
わ
る
と
、
罪
人
の
首
を
水
で
洗
っ

て
苞
（
つ
と
）
に
包
み
、
こ
れ
を
非
人
二
人
が
青
竿
に

通
し
て
か
つ
ぎ
あ
げ
、
非
人
一
人
が
捨
て
札
を
持
っ

て
刑
場
に
致
す
。
首
を
曝
す
台
は
高
さ
六
尺
、
四
寸

角
の
栂
材
四
本
で
支
え
、
卓
上
に
五
寸
釘
二
本
を
突

き
出
し
て
首
を
刺
す
。
台
の
横
に
は
、
罪
状
を
記
し

た
紙
幟
と
捨
て
札
を
立
て
、
非
人
を
し
て
二
夜
三
日

の
間
張
り
番
さ
せ
る
。
首
は
三
日
後
に
捨
て
ら
れ
る

が
、
捨
て
札
は
三
十
日
間
刑
場
に
立
て
て
置
い
た
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
中
国
と
異
な
り
、
梟
首

は
獄
門
と
し
て
正
刑
と
さ
れ
、
益
々
重
要
な
死
刑
執

行
方
法
に
な
っ
た
。
彼
我
の
違
い
は
、
一
体
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

私
は
そ
れ
を
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
第
一
に
、

日
本
に
は
首
が
胴
か
ら
離
さ
れ
る
と
、
再
生
不
能
に

な
る
と
言
う
思
想
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
そ
し
て
次

に
、
日
本
で
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
武
家
が

政
権
を
握
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
武

士
は
首
を
狩
る
の
が
商
売
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
斬
首

が
人
の
命
を
奪
う
最
も
確
実
な
方
法
で
、
苦
痛
も
少

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
梟
首
が
敵

を
威
嚇
す
る
効
果
を
十
分
に
弁
え
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
彼
ら
は
、
武
家
の
刑
罰
の
基
本
に
、
梟
首
を
据

え
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
中
国
の
近
世
を
牛
耳
っ
た
文

官
は
、
武
官
と
異
な
り
、
司
法
の
面
で
も
寝
技
に
長

け
て
い
た
。
彼
ら
は
一
般
法
の
趣
旨
に
反
す
る
特
別

法
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「絞
」と
『斬
』を
正
刑

と
す
る
律
令
の
下
で
、
残
酷
な
殺
害
方
法
の
考
案
・

実
施
に
熱
中
す
る
。
身
体
を
少
し
ず
つ
切
り
刻
み
、

時
間
を
か
け
て
命
を
奪
う
「
冎
刑
（
凌
遅
）」
が
、
そ

の
最
た
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
骨
」
か
ら
肉
月

を
削
り
取
っ
た
「
冎
」
と
言
う
文
字
が
、
こ
の
刑
の

凄
ま
じ
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

日
本
で
は
後
に
も
先
に
も
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
梟
首
・
獄
門
は
、
死
体
を
利
用

す
る
刑
罰
で
あ
る
。
我
が
国
に
、
死
刑
囚
を
い
た
ぶ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
刑
罰
が
、
全
く
無
か
っ
た
訳

で
は
な
か
ろ
う
が
、
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
確
か
で

あ
る
。
こ
れ
は
四
方
を
海
で
守
ら
れ
、
他
民
族
に
征

服
さ
れ
た
経
験
が
な
い
、
農
耕
民
族
の
国
家
だ
っ
た

こ
と
が
齎
し
た
幸
い
か
も
し
れ
な
い
。 
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三
年
前
の
映
画
で
あ
る
が
、
数
学
が
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
数
学
教
育
や
数
学
の
世
界
で

は
ま
だ
話
題
の
尽
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
が
映
画

の
和
算
監
修
者
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
ま
だ
こ
の
題
名

で
講
演
の
依
頼
が
あ
る
。
映
画
の
原
作
は
同
名
の
も

の
で
、
本
屋
大
賞
を
と
っ
て
い
る
。
映
画
と
小
説
は

か
な
り
本
質
的
に
違
う
の
で
あ
る
が
、
映
画
の
製
作

の
準
備
段
階
で
か
な
り
の
非
難
が
あ
っ
た
た
め
映
画

で
は
修
正
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
る
。

主
人
公
は
安
井
算
哲
と
い
う
江
戸
幕
府
初
代
の
天
文

方
で
、
碁
打
ち
の
家
柄
で
あ
っ
た
か
ら
棋
士
と
し
て

現
代
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
で
は
初
期
に

近
い
時
代
で
は
あ
る
か
ら
科
学
に
つ
い
て
は
未
熟
で

当
時
売
ら
れ
て
い
る
暦
が
少
し
ず
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
正
す
術
が
分
か
ら
な
か
っ

た
。
八
百
年
も
前
か
ら
続
い
て
い
た
宣
命
暦
を
ま
だ

使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
。
中
国

で
も
使
っ
て
い
な
い
。
中
国
の
元
の
時
代
の
綬
時
暦

で
計
算
す
る
こ
と
を
実
際
に
行
っ
た
の
が
算
哲
で
、

使
っ
て
い
る
数
学
は
「
招
差
法
」
「
勾
配
術
」「
弧
矢

弦
勾
股
の
法
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
使
っ

た
の
は
「
勾
配
術
」
で
、
こ
れ
は
冬
至
の
日
時
を
計

算
す
る
に
際
し
て
、
冬
至
の
日
の
前
後
数
回
の
測
定

値
か
ら
冬
至
の
日
時
を
計
算
す
る
と
き
に
使
う
。
実

際
に
毎
日
確
実
に
太
陽
の
影
の
長
さ
が
量
れ
れ
ば
だ

れ
で
も
計
算
せ
ず
に
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日

が
曇
っ
て
い
た
り
、
雨
が
降
っ
た
り
し
て
い
た
の
で

は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
計

算
で
求
め
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
方
法
を
使
っ

た
こ
と
は
算
哲
の
弟
子
の
記
録
に
あ
る
か
ら
間
違
い

な
い
。「
招
差
法
」
も
使
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
代
で
は
関
孝
和
が
招
差
法
を
理
解
し
て
い
る
し
、

垜
術
の
よ
う
な
一
種
の
級
数
の
和
の
公
式
を
導
く
と

き
に
使
う
の
で
あ
る
が
、
今
で
い
う
関
数
を
知
る
た

め
に
、
そ
れ
が
何
次
関
数
に
な
る
の
か
、
こ
の
方
法

で
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
と
い
っ
て
も
そ
の
次

数
を
知
る
招
差
法
を
「
累
裁
招
差
法
」
と
い
い
、
次

数
が
分
か
っ
て
い
る
と
き
の
招
差
法
を
「
方
程
招
差

法
」
と
い
い
、
算
哲
は
「
方
程
招
差
法
」
を
知
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
数
が
分
か
れ
ば
測
定
値
を
代

入
し
て
係
数
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
今
な
ら

中
学
生
で
も
わ
か
る
。 

 
「
円
理
」
に
つ
い
て
は
「
弧
矢
弦
勾
股
の
法
」
を

使
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
算
哲
の
弟
子
で

あ
る
谷
秦
山
の
記
録
で
は
こ
の
方
法
は
理
解
で
き
な

か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
当
時
理
解
し
て
い
た
日
本
人

は
関
孝
和
だ
け
で
関
孝
和
の
優
秀
な
弟
子
た
ち
も
ま

だ
育
っ
て
い
な
い
か
ら
『
天
地
明
察
』
の
作
者
は
知

っ
て
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
関
孝
和
を
登
場
さ
せ
て

い
る
。 

 

算
哲
は
数
学
に
つ
い
て
は
独
学
で
は
な
い
。
師
は

『
数
学
乗
除
往
来
』(

一
六
七
四
年)

を
書
い
た
池
田

昌
意
で
、
こ
の
時
代
に
関
孝
和
の
高
弟
の
荒
木
村
英

が
弟
子
に
話
し
た
「
荒
木
先
生
之
茶
談
」
に
算
哲
は

池
田
昌
意
の
弟
子
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
面

白
い
こ
と
に
池
田
の
『
数
学
乗
除
往
来
』
に
は
中
国

の
暦
書
が
並
ん
で
い
た
り
、
各
地
の
緯
度
が
書
か
れ

て
い
る
。 

映
画
で
算
哲
の
夫
人
に
な
っ
た
人
の
兄
と
し
て
『
算

法
勿
憚
改
』(

一
六
七
三
年)

の
著
者
村
瀬
義
益
を
使

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
が
、
村
瀬
の

塾
に
沢
山
の
数
学
問
題
を
作
っ
て
張
り
出
し
た
い
と

監
督
か
ら
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
和
算
の
問
題
を
滝
田

映
画
や
ド
ラ
マ
で
作
る
こ
と
は
慣
れ
て
い
た
し
、
村

瀬
は
礒
村
吉
徳
の
弟
子
で
あ
り
、
礒
村
に
は
『
算
法

闕
疑
抄
』(

一
六
五
九
年)

と
い
う
名
著
が
あ
り
、
こ

の
『
算
法
闕
疑
抄
』
に
は
百
題
も
の
遺
題
と
い
う
答

も
解
き
方
も
書
か
な
い
問
題
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
百
題
か
ら
図
の
整
っ
て
い
る
も
の
を
え
ら
ん
で

書
い
た
。
こ
の
問
題
は
遺
題
で
あ
る
か
ら
難
問
で
あ

る
。
現
代
の
数
式
を
使
え
ば
解
答
を
か
け
る
の
で
あ

る
が
、
当
時
の
方
法
で
表
現
す
る
と
難
問
に
な
る
。

映
画
が
出
来
上
が
っ
て
試
写
会
に
呼
ば
れ
て
問
題
点

な
ど
を
説
明
し
て
い
る
と
、
数
学
の
説
明
や
問
題
の

現
代
解
を
書
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う
。
約
百
ペ
ー
ジ

も
の
冊
子
に
し
て
担
当
者
に
送
っ
た
が
そ
の
う
ち
の

十
行
程
度
が
使
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
ん
な
話
を
東
京

理
科
大
学
の
近
代
科
学
資
料
館
の
人
に
し
て
い
た
と

こ
ろ
資
料
館
の
資
料
と
し
て
三
十
三
ペ
ー
ジ
程
度
に

編
集
し
直
し
て
刊
行
し
て
も
ら
っ
た
。
資
料
館
で
は

和
算
の
展
示
を
行
う
際
に
配
る
と
い
う
。
実
際
に
そ

ん
な
展
示
の
と
き
に
は
、
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。 

 


